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住宅ストック数の推移と民間賃貸住宅の割合の推移

〇 住宅ストック数の※増加に伴い、民間賃貸住宅数も増加しており、住宅ストックに占める割合は25～
29%で漸増傾向
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「平成30年住宅・土地統計調査」

（千戸）

2



民間賃貸住宅入居者の年齢

○ 民間賃貸住宅に入居している者のうち、60歳以上の割合は増加傾向（※）
※家計を主に支える者の年齢
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民間賃貸住宅の居住世帯の状況

出典：総務省「国勢調査」（2005～2020年）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）」（平成30年推計）（2025～2040年）
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○ 民間賃貸住宅における65歳以上の入居者の割合は30年間で約２倍に増加。一人世帯の割合も増えている。
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死亡場所の構成割合の推移（自宅・病院）

％

データ出典：厚生統計要覧（令和５年）第１編人口・世帯第２章人口動態 第１－２５表（厚生労働省）

○昭和30年代は約8割が自宅で死亡
○昭和50年代に病院での死亡割合が自宅と逆転
○自宅での死亡割合は平成17年の最小値（12.2％）から増加傾向
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○ 国土交通省及び法務省において、賃借人の死亡後に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、賃借人と受任者との間で締結
する①賃貸借契約の解除、②残置物の処理に関する条項からなる委任契約書のひな形を策定。

①賃貸借契約の解除に関する条項・・・受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与 等

②残置物の処理に関する条項 ・・・受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任 等

○ 高齢者世帯の更なる増加が見込まれるなか、高齢者に対する賃貸人の入居拒否感は強い。

○ 賃借人の死亡後、賃借権と居室内に残された家財（残置物）の所有権が相続人に相続されるため、相続人の有無や所在が分からない
場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることが一つの要因となっている。

○ 特に単身高齢者の居住の安定確保を図るため、このような残置物の処理等に対する賃貸人の不安感を払拭する必要がある。

＜想定される受任者＞以下のいずれか。（賃貸人は賃借人と利益相反の関係にあるため、受任者とすることは避けるべき。）

・賃借人の推定相続人

・居住支援法人、管理業者等の第三者（推定相続人を受任者とすることが困難な場合）

＜想定される利用場面＞ 単身高齢者（原則として60歳以上）が賃借人である場合

残置物の処理等に関するモデル契約条項を公表（令和３年６月７日）

賃貸借契約 委任契約

＜賃貸人＞ ＜賃借人＞ ＜受任者＞

背景

①賃貸借契約の解除
②残置物の処理

残置物の処理等に関するモデル契約条項の策定
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④ “入居後の変化やトラブルに対応できる” 住宅の創設（２．参照）

① “賃貸借契約が相続されない” 仕組みの推進

② “残置物処理に困らない” 仕組みの普及

③ “家賃の滞納に困らない” 仕組みの創設

※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する（相続人に相続されない）賃貸借

・ 入居者死亡時の残置物処理を円滑に行うため、居住支援法人の業務に、

入居者からの委託に基づく残置物処理を追加

（令和3年に策定した残置物処理のモデル契約条項を活用）

・ 要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者
（認定保証業者）を国土交通大臣が認定

◆認定基準：居住サポート住宅に入居する要配慮者の家賃債務保証

を原則引き受ける、緊急連絡先を親族などの個人に限定しない
等

⇒ (独)住宅金融支援機構（JHF）の家賃債務保証保険による

要配慮者への保証リスクの低減

・ 終身建物賃貸借※の認可手続を簡素化

（住宅ごとの認可から事業者の認可へ）

家賃債務保証会社
約250者

登録
（H29創設）
104者

認定

家賃債務保証業者の
全体イメージ

死亡時のリスク

死
亡
時
の
リ
ス
ク

入
居
中
の
リ
ス
ク

【住宅セーフティネット法、高齢者住まい法、住宅金融支援機構法】

○死亡後に部屋に残置物が
あったり、借家権が残ると、
次の人に貸せない。

○孤独死して事故物件に
なったら困る。

○家賃を滞納するのでは
ないか。

○入居後に何かあっても、
家族がいない要配慮者の
場合、連絡や相談する人
がいない。

○住宅確保要配慮者は、
他の住民とトラブルが
生じるのではないか。

大家側では対応しきれないリス
クがあるため、相談・内覧・契約

を断る実態がある

大家の不安

死亡時のリスク

入居中のリスク

死亡時のリスク入居中のリスク

(業界団体の独自調査による)

改正住宅セーフティネット法による居住支援法人の業務への位置付け
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委任契約締結の際に使いやすい契約書式

モデル契約条項は、賃貸借契約の終了と残置物の処理に関する委任契約がそれぞれ別々なものとなっており契約書の形と
なっていないため、利便性向上をはかるため契約の内容に応じた複数の契約書式を作成

委任契約の締結を前提とした賃貸借契約書を締結する場合の賃貸借契約書の記載例を作成

[１] 解除関係事務委任契約と残置物関係事務委託契約を１つの契約書にまとめた契約書式

[2] 解除関係事務委任契約に関する契約書式

[3] 残置物関係事務委託契約に関する契約書式

[4] 残置物処理等に関する委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する場合に、

関連する条項を賃貸借契約書に特約条項として盛り込む際の記載例

１．残置物の処理等に関するモデル契約条項の活用ガイドブック

モデル契約条項の利用促進に向けた取り組み

単身高齢者の刈照さんが居住支援法人を受任者とする「残置物の処理等に関する契約」を締結
し、大家の井江望さんと「賃貸借契約」を締結するまで

ステップ１

ステップ２ 入居後、刈照さんが受任者である居住支援法人のサポートを受けて指定残置物の指定を終了
するまで

ステップ３ 刈照さんが亡くなってから、受任者である居住支援法人による賃貸借契約の解除、
委任者死亡時通知先へ通知するまで

ステップ４ 受任者である居住支援法人による残置物への対応

残置物の処理等に関する契約の締結から残置物への対応までをステップごとに分かりやすく解説したガイドブック

文字が多く難解なモデル契約条項を、マンガやイラストを活用して解説することで、
委任者、受任者双方にモデル契約条項を理解してもらいやすくすることを目的として作成

居住支援法人が受任者となるケースを例として解説

普段、なじみのない供託の手続きの流れや書類の記載例なども掲載

２．使いやすい契約書式
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モデル契約条項活用ガイドブックの紹介

・不動産さがしから残置物の処理に至るまでの流れをマンガで紹介！
・居住支援法人が受任者となる場合のストーリー！ 11



・ステップごとに大家、入居者、受任者が行うことを分かりやすく解説！
・残置物の処理等の業務を行う際に手元にあると便利！

モデル契約条項活用ガイドブックの紹介
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ま と め

・今後も民間賃貸住宅における単身高齢者世帯は増加が見込まれる
・自宅での死亡ケースも増加傾向に転じている
・福祉政策と一体的な住宅確保要配慮者の入居・生活支援の実施
・改正住宅セーフティネット法により居住支援法人の業務に残置物処理

等事務が位置付け（令和７年10月施行予定）

「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の役割は今後一層重要

モデル契約条項を活用した死後事務委任契約の締結や円滑な残置物の処
理事例の増加により、単身高齢者等の賃貸住宅への円滑な入居を支援

ご清聴ありがとうございました
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